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支配株主等に関する事項について 

 

 

当社の親会社である株式会社松濤について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お

知らせいたします。 

 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

（2024年９月 30日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されている 

金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

株式会社

松濤 
親会社 99.99 0.00 99.99 ― 

 

 

２．親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 

   当社は、株式会社松濤を親会社として有しております。当社の事業展開にあたっては、親会社等の指示

や承認に基づいてこれを行うのではなく、社外役員を含む取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基

づき業務執行をしております。親会社との取引についても、管理部門における取引開始時のチェックだけ

でなく、重要な取引については取締役会の決議事項としており、その他の取引についても取締役会への定

期的な報告を行っております。さらに、監査役監査や内部監査において当該取引内容について事後的にチ

ェックを行うことにより、健全性及び適正性確保の仕組みを有しております。 

 

（役員の兼務状況） 

役職 氏名 
親会社等又はそのグループ 

企業での役職 
就任理由 

代表取締役 三嶋 一秀 
株式会社松濤 

代表取締役 

当社創業時から代表取締役

を務めているため 

（注）当社の取締役６名、監査役１名のうち、親会社との兼任役員は当該１名のみである。 
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３．支配株主等との取引に関する事項 

   記載すべき重要な事項はありません。 

 

 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策として、コーポレート・ガバナンス報告書

に定めているとおり、当該取引条件等について他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を

参考としてその妥当性を検証するとともに、社外取締役・社外監査役も参画した取締役会にて十分に審議

した上で意思決定を行っており、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応しております。 

 

以 上 


